
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 青陽東養護学校外壁改修他工事 

変更契約概要 

 

１．工期の延長 

・令和 3年 7月 20 日から令和 3年 9月 30 日までの工期延長を行う。 

・上記に伴う共通費の変更 

変更契約理由 

 

１. プール部分のガラス屋根を金属屋根に葺き替える工事にあたり、妻面は存置する内容であった。

しかし、屋根部分の撤去を進める中で妻面側が柱・梁からの支持が十分ではなく、自立していないこ

とがわかり、追加の補強工事が必要となった。その検討に時間を要するため、７２日間の工期延長が

必要である。 

 


